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資産運用会社における業務方法書の届出に関するお知らせ 

 

本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるパシフィック・インベストメント・

アドバイザーズ株式会社は、関東財務局に対し、証券取引法等の一部を改正する法律（平成 18

年法律第 65 号）附則第 159 条第 1 項の規定により金融商品取引法第 29 条の登録を受けたも

のとみなされる者（以下「みなし登録運用業者」といいます。）が同附則第 159 条第 2項の規定

により提出すべきものとされる書類の一つとして業務方法書を提出することを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

1. 届出の理由 

 みなし登録運用業者が証券取引法等の一部を改正する法律附則第 159 条第 2 項の規定によ

り提出すべきものとされる書類の一内容として、業務方法書（金融商品取引法第 29 条の 2第 2

号に定める業務の内容及び方法を記載した書類）を提出するものです。 

  

2. 業務方法書の変更の主な内容 

 証券取引法等の一部を改正する法律第 5 条の規定による投資信託及び投資法人に関する法

律（以下「投信法」といいます。）の改正により、登録投資法人の委託を受けてその資産の運用

に係る業務を行う者は、金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 4 項に規定する投資運

用業を行う者に限り、信託会社を除きます。）でなければならないものとされ、資産運用会社は

金融商品取引法の適用を受けることになりました。資産運用会社の業務方法書は改正前の投信

法に則り作成されていましたが、金融商品取引法の適用を受けることになったため、同法の規

定に基づき従前の業務方法書に必要な項目の追加、項目立ての修正を行ったことに加え、法改

正に伴い必要な字句等の修正を行いました。 

 

3. 今後の運用状況見通し 

本投資法人の第 8期（平成 19 年 11 月期）の運用状況の予想に変更はございません。 

以上 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部､国土交通記者会､国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.nric.co.jp 

 


